
和光市子ども・子育て支援会議の体系

〇基準検討・児童福祉部会合議体

・基準検討・児童福祉部会の学識経験者３名で構成

・事案に対し市が措置を講じた場合に開催し報告

（児童福祉法第33条の15第1項）

・必要に応じ、市の対応方針等について意見を述べる

（児童福祉法第33条の15第2項）

子ども・子育て支援会議

基準検討・児童福祉部会 保育料検討部会 支給認定審査部会 施設認可部会 こども・若者部会

⑴特定教育・保育施
設の運営に関する基
準その他市が定める
子ども・子育て支援
制度における基準の
検討に関すること。
⑵児童福祉法に基づ
く、こどもに対する
支援の措置に係る報
告に関すること。

利用者負担額その他
市が定める子ども・
子育て支援制度にお
ける利用者負担の検
討に関すること。

教育・保育給付認定、
施設等利用給付認定
その他市が行う子ど
も・子育て支援制度
における支援の利用
決定の審査及び判定
に関すること。

民間保育所、家庭的
保育事業所等、乳児
等通園支援事業その
他子ども・子育て支
援制度における事業
を行う施設に対し市
が行う認可、確認及
び指導に関すること。

こどもの権利及び福
祉の向上を目的とし
たこどもからの意見
聴取、こども施策の
検討及び評価に関す
ること。
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